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資料３

総量規制基準の設定方法に係る考え方（案）

１ 基本的な考え方

「 」（ 。第６次水質総量規制の在り方について 平成17年５月中央環境審議会答申

以下「答申」という ）では、。

○東京湾、伊勢湾、大阪湾では、汚濁負荷量を削減するため、ＣＯＤに関して

は各指定地域内事業場で講じられてきた汚濁負荷削減対策を踏まえつつ､最新の

処理技術動向を考慮して、また、窒素及びりんに関しては､平成 年 月 日16 4 1
から総量規制基準が全面適用されているため､その実績を踏まえ､最新の処理技

術動向を考慮し､総量規制基準を設定する。

○瀬戸内海（大阪湾を除く｡）においては､ＣＯＤに関しては現在の水質が悪化

しないよう、窒素及びりんについては現在の水質を維持するよう、従来の工場

・事業場の排水対策等、各種施策を継続して実施していく。

こととされている。このことを踏まえ、以下のとおり総量規制基準の設定方

法を定める。

２ 総量規制基準の設定方法の考え方

（１）東京湾等と瀬戸内海（大阪湾を除く ）の区分。

答申では、

・東京湾、伊勢湾、大阪湾（以下「東京湾等」という ）については、さらに水。

環境の改善を進めるため、ＣＯＤ、窒素及びりんの汚濁負荷量の削減を図る。

・瀬戸内海（大阪湾を除く ）については、ＣＯＤは現在の海域の水質悪化を防。

ぎ、窒素・りんは現在の海域の水質を維持することを目途とし、現在の各種施

策を継続して実施する。

こととされた。

このため、総量規制基準の設定方法についても、東京湾等と瀬戸内海（大阪

湾を除く ）とに分けて定めることが適当である。。
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（２）東京湾等におけるＣ値

①ＣＯＤ

５次にわたる総量規制を行ってきたことに鑑み、各業種等において比較的濃

度の高い事業場の改善を図ることとし、Cc値の上限について工程及び汚水処理

施設の管理を徹底することで達成できる値として、次のとおり設定する。

ア）都府県が設定した第５次総量規制基準に係るCc値の最大値（Cco・Cciにつ

いては、当該Cc値を適用すべき特定排出水が存在する都府県のCc値に限る ）。

まで環境大臣が定める範囲の上限（以下「上限」という。また、範囲の下限

を「下限」という ）を切り下げる。。

イ）現状において実施可能な範囲として、Ccoの上限を、原則として平成16年度

の特定排出水の業種等区分別濃度（以下「平成16年度実績」という ）の負荷。

量最大日濃度の最大値レベルまで切り下げる。

ウ）総量規制基準は毎日適用されるため、工程及び汚水処理施設を適正に管理

し、濃度変動を抑制する必要がある。平成16年度実績から、次の式に該当する

業種等については、Ccoの上限を「平均濃度の最大値×２」まで切り下げる。

負荷量最大日濃度の最大値
＞２

平均濃度の最大値

エ）ア 、イ 、ウ）により上限を切り下げた結果、現状の下限と同値となる場） ）

合は「下限＋１０」を上限とし、上限を切り下げた結果、現状の下限を下回

る場合は 「切り下げた結果」を下限、上限を「下限＋１０」を原則とする。、

オ）切り下げたCcoの上限がCci・Ccjの上限を下回る場合、Cci・Ccjの上限も同

値まで切り下げる。

カ）事業場数の少ない業種等については、類似業種等の状況にも留意する。

キ）事業場における排水系統を考慮する。

②窒素及びりん

平成16年度実績では業種等によっては濃度のばらつきが多く、窒素・りん削

減が十分ではない事業場が存在する業種等も認められる。また、窒素・りんに
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係る業種等別のQno・Qpoと、Qni・Qpiの水量比を見ると、圧倒的にQno・Qpoが

多い。したがって、総量規制基準による汚濁負荷削減のためには、Qni・Qpiの

特定排出水に適用されるCni・Cpiだけではなく、Qno・Qpoの特定排出水に適用

されるCno・Cpoの強化が必要である。

これらのことから、Cn、Cpの範囲を次のとおり設定する。

ア）都府県が設定した第５次総量規制基準に係るCn・Cp値の最大値（Cno・Cpo

については、当該Cn・Cp値を適用すべき特定排出水が存在する都府県のCn・

Cp値に限る ）まで上限を切り下げる。。

イ）平成16年度実績による検討

16Cno・Cpo上限：既設事業場について最低限確保すべきレベルとして、平成

年度実績の負荷量最大日濃度の ％値とする。85
Cno・Cpo下限：既設事業場について現状における適用可能な最善の技術レベ

、 。ルとして 平成 年度実績の負荷量最大日濃度の中央値とする16
16Cni・Cpi上限：新設事業場について最低限確保すべきレベルとして、平成

年度実績の年平均濃度の ％値とする。85
Cni・Cpi下限：新設事業場について現状において適用可能な最善の技術レベ

ルとして、平成 年度実績の年平均濃度の中央値とする。16

総量規制基準は毎日適用されるため、毎日の濃度変動を抑制することも

重要である。そこで、新設事業場について最低限確保すべきレベルとして、

平成 年度実績の年平均濃度をもとに定めるもの。16

ウ）事業場数の少ない業種等については、類似業種等の状況にも留意する。

） 、エ 環境大臣が定めた区分を都府県がさらに細分化している業種等については

その区分についても配慮する。

オ）汚水処理施設での栄養剤（窒素・りん）添加が通例である業種等について

は、その添加量管理のレベルを考慮する。

カ）事業場における排水系統及び窒素・りん含有原材料等の使用実態を考慮す

る。
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（３）瀬戸内海（大阪湾を除く ）におけるＣ値。

①ＣＯＤ

ア）県が設定した第５次総量規制基準に係るCc値の最大値（Cco・Cciについて

は、当該Cc値を適用すべき特定排出水が存在する県のCc値に限る ）まで上限。

を切り下げる。

イ）平成16年度実績の負荷量最大日濃度の最大値レベルがCco上限を大きく下回

っている場合は、悪化防止の観点から、原則として上限を切り下げる。

ウ）ア 、イ）により切り下げたCcoの上限がCci・Ccjの上限を下回る場合、Cci）

・Ccjの上限も同値まで切り下げる。

②窒素及びりん

ア）県が設定した第５次総量規制基準に係るCn・Cp値の最大値（Cno・Cpoにつ

いては、当該Cn・Cp値を適用すべき特定排出水が存在する県のCn・Cp値に限

る ）まで上限を切り下げる。。

イ）平成16年度実績の負荷量最大日濃度の最大値レベルがCno・Cpo上限を大き

く下回っている場合は、悪化防止の観点から上限を切り下げる。

） ）、 ） 、ウ ア イ により切り下げたCno・Cpoの上限がCni・Cpiの上限を下回る場合

Cni・Cpiの上限も同値まで切り下げる。

エ）暫定排水基準適用業種等の高濃度の業種等については、平成16年度実績に

ついても考慮する。

（４）下水道及び浄化槽

①下水道

下水道については、下水道法改正により、閉鎖性水域において下水道法に基

づき流域別下水道整備総合計画が策定され、終末処理場ごとの窒素・りんの削

減目標量が定められることにより、その削減が図られるが、窒素及びりんの削

減に係る肩代わり制度への対応を考慮する必要がある。

現行の環境大臣が定めるCn値の範囲は、Cnoは10-40(高度処理は10-20)、Cni

は10-40（高度処理は10-20)となっており、下限は十分低くなっている。また、

肩代わり制度の施行に際して、都府県は環境省の区分を細分化し臨機応変にCn
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値を定める必要があるため （１）～（３）によらず、Cn値の範囲は現状のまま、

とする。Cp値についても同様とする。

②浄化槽

浄化槽法等改正により、平成18年２月１日以降設置の浄化槽の放流水質はＢ

ＯＤ20mg/L以下が原則となる。ＢＯＤ20mg/Lは浄化槽構造基準(昭和55年建設省

告示第1292号）第12の規定からＣＯＤ30mg/Lに相当するため、221項（業種等区

分の項番号で、221項は501人槽以上の浄化槽）及び222項(201～500人槽の浄化

槽)のうち、平成18年２月１日以降設置するものについては、Ccjの上限を30mg/

Lとする。

また、既設の浄化槽についても（１）～（３）の他、構造基準等を考慮し必

要な見直しを行う。

、 、 （ ）、 ）、なお 浄化槽で汚水を処理することが通例の 213項 飲食店 214項(旅館

220項(病院)についても、その浄化槽が平成18年２月１日以降設置されるものは

221項及び222項と同様とする。

（５）算式（時期区分）

ＣＯＤについては大幅な見直しを行わないことから、現状と同じく三段階の

時期区分による算式とする。

窒素・りんについては、Qni・Qpiの特定排出水の割合が少ないこと、Cno

・Cpo及びCni・Cpiいずれも大きく見直されることから、三段階目を設けず、現

状と同じく二段階の時期区分による算式とする。

（６）留意事項

①下限最低値及び上限と下限の幅

原則として次のとおりとする。

ＣＯＤ 窒素 りん

下限最低値 １０ １０ １

上限と下限 １０以上 １０以上 １以上

の幅 (下限が のとき (下限が のとき （下限が１のとき10 10
は５以上） は５以上) は 以上）0.5
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②特定排出水が存在しない業種等

ある業種等（備考欄を含む ）について、その業種等に係る特定排出水が存在。

しない場合、日本標準産業分類等を参考とし、その業種等を他の業種等に統合

することを検討する。

③類似業種等

近年の日本標準産業分類の改訂状況を参考とし、Ｃ値が同じか類似している

こと等により、統合することが可能な業種等については統合を検討する。備考

欄についても同様とする。

なお、Ccjのうち、平成８年９月１日前に設置された施設に係る特定排出水の

うち、18業種等について特別な区分を設けている。設定後、概ね10年を経てお

り、実態として設定する必要がない業種等についてはこの区分を廃止する。

３ その他

環境省が総量規制基準の設定方法を定めた後、都府県において総量規制基準

を定めることとなるが、以下の点に留意して総量規制基準を定めることが適当

である。

○事業者に対する指導

平成16年度の窒素・りんの排出実態を見ると、工程内対策、排水処理施設の

維持管理の徹底が不十分と思われる事業場が存在する業種等も認められる。都

府県及び水質汚濁防止法政令市においては、指定地域内事業場に対して、次の

ようなことに留意して管理方法等の改善を指導する必要がある。

① 窒素・りん使用量の低減

排水処理の基本は可能な限り汚水発生源から排出される負荷を低減すること

であり、以下のような対策を講ずる。

ア）窒素・りん含有量の少ない（含有しない）原材料等への転換

イ）製品の量に応じた窒素・りん含有原材料等の使用量の管理

ウ）工程内対策による窒素・りん含有原材料等使用量の低減

例１：染色機にゴム垂れを付加し、乾燥防止用尿素の使用量を低減

例２：表面処理施設における被処理物の液切り方法を改善し、次工程へ

の処理液持ち出し量を低減

エ）汚水の再利用による窒素・りん含有原材料等使用量の低減

なお、濃厚廃液の外部処分委託化（又は売却）は使用量の削減ではないが、
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排出水の負荷を削減するのには有効である。

②汚水処理施設（活性汚泥）の管理

汚水処理施設のうち活性汚泥処理施設については、処理前のＢＯＤに対する

窒素・りん濃度の比率（以下「ＢＮＰ比」という ）が、窒素・りんの除去率に。

大きく影響するため、施設の管理に当たってＢＯＤ・ＣＯＤの処理を念頭に置

くだけではなく、次のような対策を講ずる。

ア）一時的に排出される窒素・りん主要発生源の汚水を貯留し長時間かけて処

理施設に送水することにより、ＢＮＰ比を適正にする。

イ）排水処理施設に付随して汚泥脱水機が設置されることが多いが、その脱離

液には窒素・りんを多く含むため、ＢＮＰ比の低い時間帯に稼働するように

する。

ウ）栄養剤を添加する場合、工程での操業状態を把握し、ＢＯＤ負荷の変動を

考慮し栄養剤添加量を調整する。

③汚水処理施設（凝集処理）の管理

凝集処理はりん除去効果があるが、その除去率はりん負荷に対する凝集剤添

加量に左右されるため、次のような対策を講ずる。

ア）一時的に排出されるりん主要発生源の汚水を貯留し長時間かけて処理施設

に送水することにより、りんに対する凝集剤添加量の比の変動を抑制する。

イ）工程での作業状態を把握し、りん負荷の変動を考慮して凝集剤添加量を調

整する。

④高度処理の導入

窒素・りん濃度の高い指定地域内事業場については、①から③の対策を行い

つつ、事業場への適用可能性を検討した上で高度処理施設の導入を図る。

、CODについても各指定地域内事業場において講じられてきた対策等を踏まえ
高度処理施設の導入を図る。
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「設定の考え方（案 」によるＣ値の範囲の設定例）

窒素の例

都府県設定 値 平成 年度実績Cn 16
業 環境大臣が 上段：負荷最大日 第６次 値範囲案Cn
種 定めた範囲 東京湾等 瀬戸内海 下段：年平均

等
瀬戸内海

－ 下限 上限 最低 最大 最低 最大 中央 ％値 東京湾等85
(大阪湾以外)

２０ ３０ ２０ ３０ ２０ ３０ １５ ３０ ２０ ３０Cno 14.9 29.5
２０ ３０ ２０ ３０Ａ

１０ ２５ １０ ２０ １０ ２５ １０ １５ １０ ２５Cni 5.6 13.5

２０ ３０ ２０ ２５ ２０ ２５ １０ １５ ２０ ３０Cno 4.6 11.3

２０ ２５ ２０ ２０Ｂ

１０ ２５ １０ ２５ １０ １５ １０ １５ １０ １５Cni 1.9 3.3

１５ ７５ １５ ４５ １５ ７０ １５ ４５ １５ ７０Cno 16.2 62.7

１５ ４５ １５ ７０Ｃ

１０ ４０ １５ １５ １０ ３５ １０ １５ １０ ３５Cni 6.4 34.8

「都府県設定 値」の は、特定排出水の存在する都府県における の範囲Cn Cno下段

兵庫県、奈良県は、東京湾等、瀬戸内海（大阪湾以外）の双方で考慮している。


